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研究成果の概要（和文）：近年、国際的にも関心が高く、発展が目覚ましいにもかかわらず、日本では、断片的
な研究がなされているにとどまり、多角的で、総合的な研究が不足していた犯罪予防の領域について、刑法、刑
事訴訟法、犯罪学、刑事政策、被害者学などの観点から多角的な研究を加えることによって、日本の犯罪予防論
の発展に寄与した。
とりわけ、犯罪予防に関する海外の動向について、日本の刑事法学においては、十分な知見が共有されていない
ことから、最新の動向の把握に努めるとともに、日本での参照の可能性について考察を加えた。

研究成果の概要（英文）：Crime prevention has gained high attention and been rapidly developingin the
 United States and European countries today. On the other hand, in Japan, though fragmentary studies
 are found, systematic and comprehensive studies are rarely seen. 
Then, we tried to address this difficult task from a multifaceted perspective, such as criminal law,
 criminal procedure law, penal policy, criminology and victimology. In those studies, we tried to 
accurately grasp the latest trends ofUS and European countries and to consider whether we can refer 
to the findings obtained there in Japan.

研究分野： 刑事法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
犯罪対策の国際的な潮流として、犯罪の発

生後に、刑事司法機関により対応する伝統的
な方法の限界が認識されるとともに、国際的
な組織犯罪やテロの脅威の高まりといった
事態を受けて、犯罪の発生以前に、これを防
止する「犯罪予防」への関心が国際的に高ま
ってきた。しかし、日本では、「犯罪予防」
への関心は、断片的なものにとどまり、総合
的かつ多角的な研究の必要性があった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、欧米において、21 世紀の
刑事政策のキーワードの 1 つとなっている
「犯罪予防」について、刑法、刑事訴訟法、
刑事政策、犯罪学、被害者学などの多角的な
観点から検討を加えることによって、その意
義と可能性を明らかにすることにある。 
 
３．研究の方法 
 研究を３つのステージに分けて、第１ステ
ージでは、各研究領域について、欧米におけ
る犯罪予防の理論と実践の最新動向の正確
な把握に努めた。 
第２ステージでは、日本における犯罪予防

論の現状を把握し、今後の課題や展望につい
て考察を加えた。 
第３ステージでは、これまでの研究をふま

え、日本における犯罪予防論の体系化モデル
の構築を目指した。 
 

４．研究成果 
 
(1) 研究成果の概要 
本研究の成果として、今日的な犯罪予防論

の意義を確認したうえで、犯罪予防論が台頭
してきた背景経緯をふまえたうえで、欧米で
台頭している「環境デザインによる犯罪予
防」や「状況的犯罪予防」を中心に、犯罪予
防に関する理論と実践の具体的な内容につ
いて諸外国における最新動向を正確に把握
することができた。また、日本における犯罪
予防論の現状を把握し、今後の課題や展望を
行った。しかし、犯罪予防論を体系化し、１
つのモデルを構築するには、なお研究の継続
が必要である。 
 
(2) 今日的な犯罪予防論の意義の確認 
過去 20 年ほどの間、英米の刑事政策は、

かつてないほど、その重点を犯罪予防にシフ
トさせてきた。もちろん、そこでいう「犯罪
予防」には、刑罰の効果としての一般予防（積
極的一般予防を含む）と特別予防、将来の危
険除去のための保安処分、警察による治安維
持・防犯活動、民間警備業者による警備活動
など多様なものが含まれるが、なかでも注目
すべき動きの１つが環境に着目した犯罪予
防の取組みである。ロナルド・レーガン大統
領とマーガレット・サッチャー首相という強
力なリーダーシップをもった保守派指導者

に率いられた 1980 年代のアメリカ合衆国と
イギリスでは、犯罪者処遇におけるメディカ
ル・モデルからジャスティス・モデルへの転
換が強力に推し進められ、「法と秩序（law and 
order）」のスローガンのもと警察力の強化と
法執行の厳格化が図られた。しかし、そうし
たハードな刑事政策も治安の改善には直結
せず、両国は犯罪の増加に悩まされ続けた。
そうした犯罪情勢を前に、従来の刑事政策、
とりわけ刑事司法制度に対する失望が社会
に広がっていった。また、同様に、そうした
犯罪情勢の悪化に対して伝統的な犯罪原因
論も無力であった。そうした中で従来の刑事
司法制度に代わって、人々を犯罪から守る手
段として脚光を浴び始めたのが環境に着目
した犯罪予防であった。それまでにも建築家
やジャーナリストらによって、「犯罪に遭う
リスクを下げる建築デザインや街並みの整
備」が提案されていたが、従来の刑事司法制
度に対する失望と相まって、1990 年代には、
環境犯罪者を中心として環境に着目した犯
罪予防の理論化がすすめられ、さらにそうし
た理論に基づいた実践的な取組みが、相次い
で展開されたのである。 
一時的なブームに終わるかとも思われた

こうした犯罪予防の取組みは、その有効性が
高く評価されると同時に、理論面での一層の
発展を遂げ、欧米だけでなくわが国の具体的
な防犯上の施策に影響を与えている。それゆ
え、今や国際的な潮流の中では、環境に着目
した犯罪予防に言及せずに、刑事政策を語る
ことはできない。 
 

(3) 環境デザインによる犯罪予防（CPTED） 
① CPTED の起源  
アメリカ合衆国で展開されている環境に

着目した犯罪予防は、「環境デザインによる
犯 罪 予 防 （ crime prevention through 
environmental design: CPTED）」と呼ばれる。
その起源は比較的古く、およそ半世紀前に遡
る。CPTED という用語を考案した犯罪学者レ
イ・ジェフェリーも言及するように、犯罪の
原因を環境に求めるシカゴ学派の都市社会
学者らによって展開された犯罪地理学も
CPTED の誕生に影響を及ぼしたと解される。
ただしシカゴ学派の論者から物理的な環境
デザインによる犯罪予防が具体的に提示さ
れたことがなかったことからも明らかなよ
うに、そうした影響は間接的なものにとどま
っているといえよう。むしろ今日隆盛を極め
る環境に着目した犯罪予防として支持を集
めている CPTED の理論面を構築したのは、ジ
ェフェリーなど一部の犯罪学者を除けば、シ
カゴ市初代公営住宅局長官のエリザベス・ウ
ッド、建築ジャーナリストのジェーン・ジェ
イコブス、建築家オスカー・ニューマンら犯
罪学とは無縁な人々によって展開された一
連の主張であった。1960 年代から 70 年代に
かけてのこれら複数の異なる源流が、やがて
今日のCPTEDという大河を形作ったのである。 



② CPTED の基本戦略 
 CPTED のパイオニアたちがもたらした物理
的環境デザインの改善による犯罪予防の体
系化を図り、全米犯罪予防協会の元理事長と
して多数のCPTEDに関する訓練プログラムの
開発や実践に携わってきた犯罪学者ティモ
シー・Ｄ・クロウによると、今日の CPTED は、
重なり合う３つの戦略で形作られている。
(a)「自然なアクセスコントロール（natural 
access control）」。(b)「自然な監視（natural 
surveillance ）」。 (c) 「 領 域 の 強 化
（territorial reinforcement）」。 
③ CPTED の実践例  
CPTED は、その誕生から今日までの間、実

際の街の開発や再開発において実際に取り
入れられ、その成果について多くの研究成果
が公表されてきた。その中でも、初期の代表
例が、1970 年代後半にコネチカット州の州都
ハートフォードのノースアサイラムヒル地
区で実践されたケースである。ノースアサイ
ラムヒル地区では、街路パターンの変更、景
観の形成、警察によるパトロール、市民組織
の拡充など多くの犯罪予防プログラムが実
践されたが、その中には、CPTED のアイデア
を活かした、居住者による私的な地域管理が
行き届いている印象を与える方法も含まれ
ていた。袋小路の新設、通り抜け道路の廃止、
一方通行の新設、道路幅の縮小などである。
当初は周辺地域に比べて街路や公園の利用
が増える一方で、侵入盗や窃盗などの犯罪発
生率は低下し、住民の犯罪に対する不安感も
減少するなどの成果が報告されていた。しか
し３年後の追跡調査では、自動車交通量の減
少、歩行者利用の増加、犯罪に対する不安感
の減少などは認められたものの、犯罪発生率
はハートフォードの他の地区と同じ水準で
あった。 
④ 第２世代 CPTED 
1990 年代以降、CPTED に新しい展開がみら

れる。そこでは、従来の物理的な環境デザイ
ンのみによる犯罪予防から、社会構造の改善
をも取り込んだ主張がなされている。こうし
た CPTED の新しい展開は、それまでの「第１
世代 CPTED（first generation CPTED）」に対
して、「第２世代 CPTED（second generation 
CPTED）」と呼ばれている。 
第２世代 CPTED の主唱者であるゲリー・ク

リーブランドとグレゴリー・サビルは、環境
決定論の傾向が強かった第一世代CPTEDに対
して、環境そのものは行動に影響を与えるこ
とはできても行動を決定づけることはでき
ないと指摘した。そのうえで彼は安全な環境
デザインを支える最も重要なものはコミュ
ニティ内の社会的相互作用であると説き、犯
罪予防の効果が持続的に発揮されるように
物理的環境デザインの変更と同時に社会構
造の改善に取り組む必要性を主張した。 
こうした第２世代 CPTED の内容は、次の４

つの基本戦略に表れている。(a)社会的結束
力（social cohesion）の強化。(b)外部との

結束力（connectivity）の強化。(c)コミュ
ニティ文化の強化。(d)地域の許容限界
（threshold capacity）への配慮。こうした
第２世代 CPTED のアイデアに対しては、第１
世代 CPTED の問題点をふまえ、犯罪予防の実
践的効果を飛躍的に高め、ひいては当該コミ
ュニティの生活の質を高めるとの肯定的な
評価が加えられている。しかし第２世代
CPTED は環境に着目した犯罪予防の比重を下
げたことによって、実践手段が多様化・複雑
化しており、犯罪予防のために取り組むべき
ポイントが不明確になったことは否定でき
ない。しかも第２世代 CPTED が目標とするコ
ミュニティの形成は、犯罪予防のためだけに
なされるものではないため、ここでも結局
「犯罪予防の観点からは不十分でも、総合的
には合格点のコミュニティ」が形成されてし
まう可能性はあり、CPTED が本質的に抱える
犯罪予防策としての限界を完全には払拭で
きていないのではないかとの疑問が残る。 
 

(4) 状況的犯罪予防 
① 状況的犯罪予防の誕生 
イギリスでも、1970 年代半ばより、内務省

調 査 部 を 中 心 に 、 状 況 的 犯 罪 予 防
（situational crime prevention：SCP ）と
呼ばれる環境に着目した犯罪予防に関する
調査研究が進められ、次々と具体的施策が実
施されてきた。初期の主要なレポートとして
は、1980 年のロナルド・クラークとパット・
メイヒュウー編『設計による防犯』、1981 年
のケビン・ヒールとグレリア・レイコック編
『状況的犯罪予防』、1992 年のロナルド・ク
ラーク編『状況的犯罪予防―成功例のケース
スタディ』などがある。 
② SCP の現在 
SCP の出発点は、特定の犯罪の発生を防止

するために犯罪の機会に存在する環境的要
因を変更する点にある。あまりに当然の発想
から出発するため、単に防犯技術をまとめた
ものにすぎないといった批判も加えられて
いたが、実際には犯罪の機会に着目した次の
３つの理論を基礎におき、体系的で実践的な
犯罪予防策を提示している。SCP が基礎にお
く第１の理論は、マクロレベルの理論として
の日常活動理論（routine activity theory）
である。同理論は、犯罪発生に影響を及ぼす
３つの要素として、(a)潜在的な犯罪者、(b)
適当な犯罪ターゲットおよび(c)監視の不在
をあげ、犯罪予防のために、ライフスタイル
を改める必要性を説く。第２は、中間レベル
の 理 論 と し て の 犯 罪 パ タ ー ン 理 論
（crime-pattern theory）である。同理論は、
多くの人々の活動拠点（nodes）や拠点間を
移動する際の経路（pathway）が重なり合う
環境に、潜在的犯罪者と潜在的被害者が呼び
寄せられることで犯罪を多く生み出すと説
く（潜在的犯罪者の日常活動は、こうした活
動拠点や経路において形成される）。犯罪者
にとって、そうした活動拠点や経路では、何



をすれば何が起こるかが予測しやすく、犯罪
の実行を決意しやすくなるからである。駅や
公園といった他の利用者と境界があいまい
な場所や電車内や自転車専用路といった他
の利用者と共有する場所で、多数の犯罪が生
じやすい（ホットスポットができやすい）理
由もここにあり、犯罪予防において、そうし
たパターンをふまえた対応の重要性を説く。
第３は、ミクロレベルの理論としての合理的
選択理論（rational choice theory）である。
同理論は、犯罪者の意思決定に着目し、犯罪
者は犯罪を行うことによる利益が犯罪を行
うことによるリスクや損失よりも大きい場
合に、犯罪を実行に移すと説く。したがって
犯罪の遂行にかかる労力や逮捕されるリス
クを大きくすることが、犯罪被害を防止する
ために有用とされる。 
③ SCP の実践例  
SCP については、実践例とその検証結果が

多数報告されている。たとえば自動車盗に対
する対策では、イギリスやドイツ（西ドイツ）
での調査結果としてハンドル・ロック装置を
取り付け、窃盗を困難にすることで、盗難率
を引き下げることができるとの結論が導き
出された（ただし、一部では、ハンドル・ロ
ック装置の装備されていない旧型の自動車
の被害が増加する「犯罪の転移」が認められ
た）。また駐車場の物理的構造の改善による
周辺からの視界を確保し、駐車場への自由な
出入りを制限し、さらには照明を改善するな
ど環境の改善に取り組むとともに、CCTV を設
置し巡回を強化することで監視を強化した
結果、自動車盗を減少させることに成功した
との事例も報告された。とりわけ CCTV の設
置の効果は大きく、その影響は CCTV を設置
した駐車場だけにとどまらず、付近の駐車場
にも及ぶ可能性も指摘された。またバイク盗
については、複数の国においてヘルメットの
着用を義務化することで、ヘルメットを常備
していない者が犯行に及ぶ可能性を引き下
げることができるとの報告もなされた。 
公共交通機関における SCP としては、無賃

乗車の防止のため発券システムを改め、改札
を自動ゲートにするなどの対策が効果的で、
ロンドンの地下鉄では無賃乗車が３分の２
減少したとの報告がなされた。またオランダ
の路線バスにおいても、車内にモニターを設
置し、料金の支払いのために運転手横の前方
ドアからしか乗り込めないようにシステム
を変更したことで、無賃乗車を減少させるこ
とができたとされる。 
④ 21 世紀の SCP 
イギリスにおける SCP の取組みは、2004

年に副首相府と内務省の共同で公表された
街づくりに際してのガイドライン『安全な場
所（safer places）―プランニング・システ
ムと犯罪予防』において、新しい段階に突入
したといえよう。このガイドラインは、キー
ス・ヒル住宅及び市街地プランニング担当相
とハゼル・ブレアーズ犯罪削減、ポリシング

およびコミュニティ安全担当相による次の
ような「はしがき」で始まる。「安全・安心
は、良好な環境を持続するコミュニティにと
って欠かせない。そうしたコミュニティは、
デザインに優れ、住んだり、働いたりするの
に魅力的な環境であるだけでなく、犯罪や犯
罪に対する不安感（fear of crime）がなく、
生活の質（quality of life）が高い」。すな
わち、ここでは魅力的なコミュニティを持続
し、構成員である住民の生活の質を高めるこ
とと犯罪予防の重要性を結びつけた点が強
調された。ガイドラインの主たる対象は、地
方自治体の市街地プランナーや市街地プラ
ンニングに関わる建築家である。1998 年、前
年の総選挙で勝利し、19 年にわたった保守党
政権を下した労働党のトニー・ブレア政権が、
それまでの中央集権的な犯罪政策からの脱
却により、少年司法の改革とともに、コミュ
ニティを基盤とした犯罪の減少を目指して
制定した「犯罪および秩序違反法（1998 Crime 
and Disorder Act）」は、17 条において、地
方自治体当局が職権の行使に当たって犯罪
への影響をふまえ、その予防に最大限の努力
を払うことを義務づけた。しかし地方自治体
当局の担当者は都市計画の専門家であって
も、犯罪予防の専門的知識を有するとは限ら
ない。このため同法の制定当初より、地方自
治体当局にいかなる対応が求められている
のか明確化を図る必要性が指摘されていた。
そうした声を受けて、2004 年に、ガイドライ
ンが作成される運びとなったのである。 
 
(5) 環境に着目した犯罪予防の限界 
これまでの調査結果をみてみると、CPTED

や SCP は、従来の犯罪学とは異なるアプロー
チから導き出された実践的な犯罪対策とし
て、今日までの間に一定の実績を残している
との評価を受けるに至っているとひとまず
結論づけてよいであろう。しかし、他方にお
いて、こうした環境に着目した犯罪予防の存
在意義が高まるにつれ、次のような限界や課
題も指摘されるようになってきた。(a)環境
に着目したデザインの改善だけでもたらし
得る犯罪予防の効果はそれほど大きくない。
(b)環境に着目した犯罪予防が対象として想
定する空間には実際には多様性がない。(c)
物理的環境の改善は、コミュニティの「排除
社会」化をもたらす。(d)環境に着目した犯
罪予防はコミュニティの「監視社会」化をも
たらす。(e)CPTED と SCP は、犯罪の転移
（displacement）をもたらすとの従来からの
批判をなお払拭していない。 
 
(6) 日本の犯罪予防の現状 
 日本の犯罪予防の実践は長い歴史をもっ
ている。たとえば、行政警察の刑ら活動は、
防犯を主たる目的の１つとしたものであり、
地域ごとによる防犯活動としての「夜回り」
も古くから行われてきた。しかし、こうした
活動の効果の検証や、より良い活動とするた



めの改善点の検討が理論的に行われてきた
形跡は認められない。 
 刑罰の運用においても、一般予防効果や特
別予防効果が古くから重視されてきた。個々
の裁判において、裁判官は、量刑に当って、
一般予防効果や特別予防効果を考慮するこ
とが当然の前提と理解されてきたし、犯罪者
の処遇においても、特別予防効果が前提とさ
れてきた。しかし、その効果の存在が確認さ
れたわけではなく、あくまでも、そうした効
果の存在を理論上の前提とした運用がなさ
れているにとどまってきた。さらに、最近で
は、刑罰論自体が下火であったこともあり、
理論的な進展は認められなかった（ただし、
行動経済学では、一般予防効果の存在を前提
とした興味深い研究が積み重ねられている）。 
 刑事実体法の領域では、「処罰の前倒し」
や「ネットワイドニング」による犯罪予防が
図られている。とりわけ、共謀罪の導入は、
その是非をめぐって激しい議論が戦わされ
ている。 
 刑事手続においても、犯罪予防型の捜査手
法の導入の是非が議論されている。テロ犯罪
や組織犯罪の台頭により、欧米では、刑事手
続面でも、犯罪を未然に防ぐための捜査の意
義が高まっているが、グローバル化がすすむ
今日の日本も例外ではありえない。はたして、
犯罪を行う前に、それを防止するための「捜
査」が、人権保障との兼ね合いで、どこまで
許されるかが問われている。 
 実体法や手続法の領域において、人権侵害
を伴う、こうした動きが一定の支持を集めて
いる背景には、犯罪被害者の観点に立った刑
事政策の重要性が認められつつあることが
指摘できよう。最善の犯罪被害者対策は、被
害者化の防止であり、犯罪予防の強化は、そ
のために不可欠な取組みとして指示を拡大
しているのである。しかし、こうした被害者
の観点を重視した刑事政策は、「ピーナル・
ポピュリズム」につながりかねないことから、
慎重な検討が求められる。 
 個別の犯罪対策でも、性犯罪の厳罰化、ス
トーカー規制法の対象行為の拡大、企業犯罪
防止のための企業自身によるコンプライア
ンス体制の整備などは、犯罪予防につながる
動きとして捉えることも可能であろう。 
  
(7) 日本の犯罪予防の課題 
 このように日本にも、犯罪予防の取組みは
存在しないわけではない。しかし、欧米の動
向と比較すると、体系的に理論的研究を行い、
そうした研究の成果に基づき、それぞれの取
組みを改善していくというマクロな動きが
圧倒的に不足していると言えよう。1990 年代
後半から 2000 年代前半にかけて、日本は、
急速な犯罪認知件数の増加を経験し、「安全
神話」が砂上の楼閣であることを認識させら
れた。再び、そうした事態を招かないように、
さらには、テロ犯罪や組織犯罪の増加という
事態にも対応できるように、犯罪予防論の進

化が求められる。 
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